
松山小学校体育施設を利用しようとされる方へ（令和5年4月1日現在）

(1)使用料を全額免除される場合　　　※　ただし、利用願の提出をお願いしています。

①　豊橋市または豊橋市教育委員会が使用する場合

②　豊橋市内の校区または町自治会等地域コミュニティーが使用する場合

　　●　主な事例

　　　・校区運動会　　　　・盆踊り大会　　　　・敬老会　　　　・子ども会活動　　　　・校区消防訓練　　　　

　　　・祭礼行事（花火使用を除く）　　　　・校区成人式　　　　・ＰＴＡ活動　　

③　豊橋市教育委員会が認めた総合型地域スポーツクラブが利用する場合　

　・ＦＩＮＳスポーツクラブ（南部中・南陽中）　　　　・ＲＹＯＺスポーツクラブ（青陵中・東陵中）

　・東陽いきいきスポーツクラブ（東陽中）　　　　　・ＳＫＩＴＳクラブ（石巻中）　　　　

④　体育指導員がブロック会議等企画または承認されたブロック行事として使用する場合

⑤　社会福祉法人法に基づく市内社会福祉団体または市内特別支援学校が使用する場合

(2)有料で使用できる団体　　　　①②の条件を満たす団体

①　豊橋市内または在勤のもので、おおむね10人以上の団体（グループ・サークル等）で

　　成人の責任者を有すること

②　登録申請し、「学校体育施設使用登録書」の交付を受けた団体

　※　登録受付場所（常時受付、月曜休み、登録に必要なものは特になし）

　　●　豊橋市総合運動場管理事務所（豊橋球場西側）　　℡56-6051　　　　

　　●　岩田市民クラブハウス（岩田運動公園内）　℡63-3031

２　使用券の購入

　　●総合運動場管理事務所　　　●　体育協会事務所　　　●　各地区体育館　　　●　総合体育館　　

体育館 午前 ４００円 運動場 午前 無料

（半面 午後 ６００円 午後 無料

   あたり） 夜間 ６００円 夜間 ５００円

３　申込および受付

（1）申し込み

①　申込期間

　使用日前月の１日から20日までに、該当月を申し込んでください。月をまたいでの申請は不可です。　

②　申込場所：

　松山小学校　52-0484　担当：教頭

③　申込方法

　・「学校体育施設使用登録書」を提示してください。

　・利用分の使用券を添付した使用許可申請書を提出してください。

（２）受付

・日時や施設（体育館・運動場）、使用券を確認後、許可書が交付されます。

・雨天によるグランドの使用中止や学校行事等やむ得ない事情により使用できなくなった場合は、定期的に

　使用している団体については次回への使用権の振替が可能です。

※ 使用者の都合による中止は振替,還付の対象となりませんので,ご注意ください。

４　鍵の貸し出し

・施設開放指導員が行います。受け渡し方法等詳細は、施設開放指導員の方とご相談ください。

・鍵の受け取りは、原則成人の方でお願いします。

・松山校区施設開放管理指導員：吉見恵子様（中柴町105）　53-1233　　090-1725-9593

５　校区自治会等地域コミュニティーが使用する場合

・今まで通り、目的外一時使用申請書を松山小学校担当者へ、提出してください。

６　現在、利用している学校体育施設使用登録書交付団体 R5.6.15現在

場所 曜日（コートは２面）午前 午後

有料 体育館 月曜日　①コート

月曜日　②コート

火曜日　①コート

火曜日　②コート

水曜日　①コート 丈心武道クラブ（空手道）

水曜日　②コート 丈心武道クラブ（空手道）

木曜日　①コート 松山クラブ（バトミントン）

木曜日　②コート 松山バドミントン

金曜日　①コート ビーバー松山（バレーボール）

金曜日　②コート

土曜日　①コート MY新体操クラブ シティFC

土曜日　②コート

日曜日　①コート中部ジュニアバレー中部ジュニアバレー 市原バスケットボール教室

日曜日　②コート 市原バスケットボール教室　

有料 運動場 月曜日 市役所サッカー部

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日 向山ビクトリー 向山ビクトリー 松山ＳＣ

日曜日 向山ビクトリー 向山ビクトリー
根拠となる条例・規則　●豊橋市立小・中学校施設利用料条例　●豊橋市立小・中学校体育施設の開放に関する規則

シティＦＣ

シティFC

シティＦＣ

●　貸出状況は、体育館と施設開放管理指導員宅（オフィスフレ
ンド）にて、公開しております。
　最新情報については、担当者までご確認ください。

夜間

まつやま

１　学校体育施設を利用できる方
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